
 

 

 

大阪市北区役所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

大阪市北区役所事務分掌規則（平成24年大阪市規則第139号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正

後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応

して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）の改正前欄に掲げる

対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれ

に対応するものを掲げていないものを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す

るものを掲げていないものを加える。 

改正後 改正前 

（内部組織） 

第１条 北区役所に次の課を置く。 

    [略] 

    窓口サービス課 

    福 祉 課 

子育て・教育課 

[略] 

（事務分掌） 

第３条 北区役所の事務分掌は、次のとおり

とする。 

    [略] 

政策推進課 

 [⑴～⑶ 略] 

 [削る] 

 

地 域 課 

 [⑴～⑼ 略] 

 ⑽ 区内の社会教育及び生涯学習の推進に

関すること（区長が定めるものに限る。） 

（内部組織） 

第１条 [同左] 

    [同左] 

    戸籍登録課 

    保険年金課 

福 祉 課 

    [同左] 

（事務分掌） 

第３条 [同左] 

 

    [同左] 

    政策推進課 

 [⑴～⑶ 同左] 

 ⑷ 区内の社会教育、生涯学習及び人権施

策の推進に関すること 

    地 域 課 

 [⑴～⑼ 同左] 

 [新設] 

 

大阪市規則第18号



 

    窓口サービス課 

 [⑴～⑹ 略] 

⑺ 国民健康保険に関すること 

⑻ 後期高齢者医療に関すること 

⑼ 国民年金、特別障害給付金及び年金生

活者支援給付金に関すること 

⑽～⑿ [略] 

[削る] 

 

 

    [削る] 

 

 

 

 

    [福 祉 課] 

 [⑴ 略] 

子育て・教育課 

 ⑴ 保健福祉センターに関すること（子育

て支援に関することのうち区長が定める

ものに限る。） 

 ⑵ 学齢児童及び生徒の就学、小学校及び

中学校の通学区域の設定その他区内の学

校事務に関すること 

 ⑶ 区内の社会教育、生涯学習及び人権施

策の推進に関すること。ただし、他の課

の所管に属するものを除く。 

    [略] 

    戸籍登録課 

 [⑴～⑹ 同左] 

[新設] 

 [新設] 

 [新設] 

 

 ⑺～⑼ [同左] 

 ⑽ 学齢児童及び生徒の就学、小学校及び

中学校の通学区域の設定その他区内の学

校事務に関すること 

    保険年金課 

⑴ 国民健康保険に関すること 

⑵ 後期高齢者医療に関すること 

⑶ 国民年金、特別障害給付金及び年金生

活者支援給付金に関すること 

    [福 祉 課] 

 [⑴ 同左] 

    [新設] 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  [同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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